
　
国
の
鳥
獣
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
関
係
す
る
本
市
の
条

例
に
つ
い
て
、
必
要
な
条
文
整
理
を
行

う
も
の
で
す
。

問　
今
回
の
条
例
改
正
に
よ
っ
て
、
市

の
予
算
の
変
更
点
は
あ
る
の
か
。

答　
条
例
の
中
で
引
用
し
て
い
る
法
律

の
名
称
の
み
を
変
更
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
市
の
条
例
に
つ
い
て
、
実
質

的
な
内
容
の
変
更
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
予
算
に
つ
い
て
変
更
は
な
い
。

問　
国
の
法
改
正
に
よ
り
、
何
か
新
た

に
変
わ
る
点
、
改
善
さ
れ
る
点
が
あ
る

の
か
。

答　
県
に
お
い
て
個
体
数
の
管
理
の
た

め
の
捕
獲
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

あ
る
程
度
、
有
害
鳥
獣
の
個
体
数
の
減

少
が
見
込
ま
れ
る
。

　
本
案
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

の
施
行
に
伴
い
、
子
ど
も
の
た
め
の
教

育
・
保
育
給
付
な
ど
に
関
し
、
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

【
執
行
部
の
説
明
】

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
が
平

成
27
年
４
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、「
下
関
市
子
ど
も
の
た
め
の

教
育
・
保
育
給
付
等
に
関
す
る
条
例
」の

制
定
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
条
例
の

根
拠
と
な
る
政
令
が
平
成
27
年
３
月
31

日
に
公
布
さ
れ
、
こ
の
日
に
条
例
を
制

定
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
地
方
自

治
法
第
179
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

専
決
処
分（
※
）を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

※
地
方
自
治
法
第
179
条
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
く
専
決
処
分
…
議
会
の
判
断
を

仰
ぐ
時
間
が
な
い
ほ
ど
急
を
要
す
る
場

合
に
、
議
会
に
代
わ
っ
て
、
市
長
が
自

ら
判
断
し
、
決
定
す
る
こ
と
。

問　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に

移
行
後
、
市
民
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
多

か
っ
た
内
容
は
何
か
。

答　
保
育
料
に
つ

い
て
、
市
民
税
額

が
算
定
の
基
準
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、

未
申
告
の
方
か
ら

の
問
い
合
わ
せ
が

多
か
っ
た
。

問　
保
護
者
の
所

得
状
況
が
大
き
く

変
わ
っ
た
場
合
、

保
育
料
の
見
直
し

は
す
ぐ
に
対
応
で

き
る
の
か
。

答　
そ
の
場
合
は

減
免
制
度
を
適
用

す
る
こ
と
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。
相

談
が
あ
っ
た
時
に

き
ち
ん
と
説
明
を

行
う
よ
う
に
し
た
い
。

問　
１
号
認
定
の

保
育
料
に
つ
い
て
、

国
の
基
準
よ
り
も

低
く
し
た
と
の
こ

と
だ
が
、
財
政
調

整
基
金
な
ど
を
活
用
し
、
さ
ら
に
保
育

料
額
を
下
げ
る
努
力
を
し
て
は
ど
う
か
。

答　
現
時
点
の
も
の
が
、
市
と
し
て
ベ

ス
ト
の
も
の
と
考
え
て
お
り
、
県
の
施

策
に
加
え
、
第
２
子
の
保
育
料
の
減
免

な
ど
市
と
し
て
独
自
に
決
定
し
て
行
っ

て
い
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
ご
理
解
を

い
た
だ
き
た
い
。

　
本
案
は
、労
務
単
価
の
上
昇
に
伴
い
、

当
該
工
事
の
請
負
者
か
ら
、
工
事
請
負

契
約
書
に
基
づ
く
請
負
金
額
変
更
の
請

川棚こども園オープン時の風景

議会だより

議会の情報は下関市の
　　ホームページから

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/

第１回臨時会

　５月 18 日から５月 20 日を会期として第１回下
関市議会臨時会が開催されました。ここでは、提案さ
れた議案について、委員会での主な審査内容を紹介します。

問：委員 ( 議員 ) からの質疑など
答：市役所執行部からの答弁など

■
■
議
案
第
87
号
■
■

「
下
関
市
手
数
料
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

■
■
議
案
第
92
号
■
■

「
専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い
て

（
下
関
市
子
ど
も
の
た
め
の
教
育・

保
育
給
付
等
に
関
す
る
条
例
）」

■
■
議
案
第
93
号
■
■

「
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更

に
つ
い
て
（
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー（
仮
称
）建
築
主
体
工
事
）」
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求
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
増
額
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

【
執
行
部
の
説
明
】

　
本
工
事
は
、
既
に
平
成
26
年
４
月
１

日
を
基
準
日
と
し
て
増
額
変
更
契
約
を

行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
た
び
、
平
成
27

年
２
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
、
賃
金

水
準
の
変
動
に
よ
る
請
負
金
額
の
変
動

を
算
定
し
、
再
度
請
求
が
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

問　
賃
金
上
昇
の
ア
ッ
プ
率
は
ど
の
程

度
な
の
か
。

答　
前
回
の
基
準
日
と
今
回
の
基
準
日

を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
工
事
の
種
類
ご

と
に
ア
ッ
プ
率
は
異
な
る
。
上
が
っ
て

い
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
大
き
い
も
の

で
５
㌫
程
度
上
昇
し
て
い
る
。

問　
請
負
金
額
の
変
更
に
関
す
る
取
り

決
め
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

答　
基
準
日
に
お
い
て
残
工
事
分
の
金

額
を
算
定
し
、
賃
金
な
り
材
料
費
な
り

が
ア
ッ
プ
し
た
場
合
、
残
工
事
分
の
１

㌫
ま
で
は
受
注
者
が
負
担
す
る
が
、
そ

れ
を
超
え
る
金
額
は
発
注
者
が
負
担
す

る
ル
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
。

▼
審
査
結
果
▲

　
第
１
回
臨
時
会
で
は
、
こ
れ

ら
の
議
案
を
含
め
９
件
が
提
案

さ
れ
、
一
部
反
対
が
あ
っ
た
議

案
も
あ
り
ま
し
た
が
、
い
ず
れ

も
原
案
の
通
り
可
決
（
承
認
）
さ

れ
ま
し
た
。

　
各
議
案
に
対
す
る
議
員
個
別

の
賛
否
の
結
果
に
つ
い
て
は
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

今後の予定について
　９月定例会が予定されましたのでお
知らせします。
　この日程は予定であり、今後、変更
となることがあります。

日 曜日 会議など
３ 木 本会議(提案説明など)
４ 金 常任委員会

５・６ 土・日 休会
７ 月 常任委員会
８ 火 常任委員会
９ 水 常任委員会
10 木 決算審査特別委員会
11 金 決算審査特別委員会

12・13 土・日 休会
14 月 決算審査特別委員会
15 火 休会（整理日）
16 水 休会（整理日）
17 木 休会（整理日）
18 金 本会議（一般質問）

19・20 土・日 休会
21 月 休会（敬老の日）
22 火 休会（国民の祝日）
23 水 休会（秋分の日）
24 木 本会議（一般質問）
25 金 本会議（一般質問）

26・27 土・日 休会
28 月 本会議（一般質問）
29 火 本会議（一般質問）
30 水 本会議（表決など）

第３回定例会（９月）

★議員研修会を行います★
　下関市議会では、下関市議会基本条例の規定に基づき、
議員の政策立案能力や資質向上を目的とした「議員研修
会」を実施します。
日　時：７月 24 日（金）午前 10 時
場　所：下関市議会　議場
講　師：堀　繁　教授
　　　　（東京大学　アジア生物資源環境研究センター長）
テーマ：「人が訪れたくなる商店街・まちなみを考える
　　　　　　　　 ～商店街活性化プランの勘どころ～」

▽当日の研修会は、一般の方も傍聴できます。（当日先
着順：70 席）傍聴を希望される方は、市役所本庁舎新館
９階受け付けまでお越しください。

�議会事務局議事課　☎ 231-4121（直通）　� 234-5171
E-mail:gkgijika@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

議員研修会の風景（平成26年７月22日開催）

23 平成27年７月号

　
公
職
に
あ
る
者
の
あ
い
さ
つ
状（
暑
中
見
舞
状
、年
賀
状
な
ど
）

に
つ
い
て
は
公
職
選
挙
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
下
関
市
議
会
で
は
、
答
礼
も
含
め
て
す
べ
て
の
あ
い
さ
つ
状

を
自
粛
し
て
い
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

 

　
　
　                                        

下
　
関
　
市
　
議
　
会

暑
中
見
舞
状
の

      

自
粛
に
つ
い
て


